
各地区での資源物収集で出す場合の
リチウム蓄電池使用製品の処理方法（田主丸地域）

１．モバイルバッテリー・電子タバコ

２．小型家電（２５品目）で、リチウム蓄電池使用製品

３．その他のリチウム蓄電池使用製品（粗大ごみは除く）

リチウム蓄電池使用製品の
適正な分別をお願いします。

リチウム蓄電池は、強い衝撃が加わると発煙・発火の恐れがあり、
ごみ収集車やごみ処理施設の火災の原因となりますので、燃やせる
ごみの袋では絶対に出さないでください！！

本体・取り外せないものは
こちら↓

リチウム蓄電池は
こちら↓

リチウム蓄電池は
こちら↓

本体・取り外せないものは
こちら↓



各地区での資源物収集に出さずに直接処理施設へ持ち込む場合の
リチウム蓄電池使用製品の処理方法（田主丸地域）

１．耳納クリーンステーション搬入許可証の持参

２．ごみの分別は、現場作業員の指示に従う
（注意）リチウム蓄電池使用製品について

そのまま持ち込み

持ち込む時には「搬入許可証」が必要と
なり、この許可証は田主丸総合支所 環境建
設課（２階）で発行しています。

本体からリチウム蓄電池が取り外せるものは
事前に取り外しておく。

モバイルバッテリー・電子タバコは
そのまま「乾電池類」として出せます。

お問い合わせ
田主丸総合支所 環境建設課
〒839-1298 久留米市田主丸町田主丸459-11 TEL：0943-72-2156 FAX：0943-72-3819


